
特化 実効
安全
安心

なし

札幌市 札幌市犯罪被害者等支援条例 令和7年4月1日 〇
札幌市犯罪のない安全で安心なまち
づくり等に関する条例

仙台市 仙台市犯罪被害者等支援条例 令和6年10月4日 〇

さいたま市 さいたま市犯罪被害者等支援条例 令和3年4月1日 〇

千葉市 千葉市犯罪被害者等支援条例 令和6年4月1日 〇

川崎市 川崎市犯罪被害者等支援条例 令和4年4月1日 〇

横浜市 横浜市犯罪被害者等支援条例 平成31年4月1日 〇

相模原市 相模原市犯罪被害者等支援条例 令和5年4月1日 〇

新潟市 新潟市犯罪被害者等支援条例 令和4年8月1日 〇
新潟市犯罪のない安全・安心なまちづ
くり条例

静岡市 静岡市犯罪等に強いまちづくり条例
平成22年4月1日
（令和6年4月1日
一部改正）

〇

浜松市 浜松市犯罪被害者等支援条例 令和4年4月1日 〇

名古屋市 名古屋市犯罪被害者等支援条例 平成30年4月1日 〇

京都市 京都市犯罪被害者等支援条例 平成23年4月1日 〇

大阪市 大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例 令和2年4月1日 〇

堺市 堺市犯罪被害者等支援条例 平成25年4月1日 〇

神戸市 神戸市犯罪被害者等支援条例 
平成25年4月1日
（平成30年7月1日
一部改正）

〇

岡山市 岡山市犯罪被害者等基本条例 平成23年4月1日 〇

広島市 広島市犯罪被害者等支援条例 令和4年4月1日 〇

北九州市 北九州市安全・安心条例 平成26年7月1日 〇

福岡市 ー ー 〇

熊本市 熊本市犯罪被害者等支援条例 令和5年9月27日 〇

政令市における犯罪被害者等支援条例の制定状況等

備考
条例

区分 条例名 施行日
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札 幌 市 ○ ○ ○ ○ ○ －

仙 台 市 ○ ○ ○ ○ ○ －

さ い た ま 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 葉 市 ○ ○ ○ ○ － －

横 浜 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

川 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

相 模 原 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 潟 市 ○ ○ ○ － ○ －

静 岡 市 ○ ○ ○ ○ － －

浜 松 市 ○ ○ ○ － － －

名 古 屋 市 ○ ○ ○ ○ ○ －

京 都 市 ○ ○ ○ ○ ○ －

大 阪 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

堺 市 ○ ○ － ○ ○ －

神 戸 市 ○ ○ ○ ○ － ○

岡 山 市 ○ ○ － － － －

広 島 市 ○ ○ ○ ○ － －

北 九 州 市 ○ ○ － － － －

福 岡 市 ○ ○ － － － －

熊 本 市 ○ ○ ○ － － －

（注１）住居関係支援とは、公営住宅等入居配慮を除く、ハウスクリーニング、宿泊、転居等の支援をいう。

（注２）生活関係支援とは、配食、家事、託児・一時保育、学習、就労等の支援をいう。

（注３）医療・心理的ケア関係支援とは、精神医療、カウンセリング等の支援をいう。

（注４）法的関係支援とは、法律相談、裁判傍聴、再提訴等の支援をいう。

※　新潟市は見舞金のほかに、貸付金の支援あり。

政令指定都市における犯罪被害者等の支援状況

法的関係支援
公営住宅等
入居配慮

住居関係支援 生活関係支援
医療・心理的
ケア関係支援

見舞金

　　　　令和７年４月１日現在

区　分

※

資料６



転居費用 住居復旧 家賃助成 市営住宅 緊急・一時避難

札幌市 ・上限：20万円1回まで
・ハウスクリーニング
　上限：30万円

・転居後の家賃
　上限：1月3万円
　　　　12月分

－ －

仙台市 ・上限：20万円 ・上限：20万円 － － －

さいたま市 ・上限：20万円1回まで － － ・市営住宅目的外使用
・一時避難費用の助成
　1人1泊あたり6,000円（7泊まで）

千葉市
・上限：20万円
　1案件につき1回の転居

・ハウスクリーニング －
・優先措置
（抽選番号を２つ与える）

－

横浜市
・上限：20万円/1回あたり
　2回まで

－ － ・市営住宅目的外使用
・県の制度利用者に延泊
　2泊分まで

川崎市
・新たな住居に転居するために
　かかった費用の助成

－ － ・市営住宅の一時利用
・県の実施する緊急避難場所の
　利用者に対し、延泊を実施

相模原市
・上限：20万円/1回あたり
　2回まで

－ －
・市営住宅目的外使用
・優先入居

・県の実施する緊急避難場所の
　利用者に対し、2泊まで延泊を実施。

新潟市 ・上限：20万円 － －

・市営住宅の抽選の優遇
　犯罪被害者等→抽選札２枚
　配布ＤＶ被害者→
　抽選札３枚配布
　優先的な取り扱いを実施

－

静岡市

・上限：20万円
　犯罪行為により従前の住居
　に居住し続けることが困難
　になり、新たな住居へ転居
　された方

－ － － －

浜松市 ・上限：20万円 － －
・優先入居
・募集抽選の当選確率２倍

・避難施設利用助成金
　（R５新設）
・上限：1人1泊あたり7,000円
・最大3泊まで
・当該避難を受け入れた施設に助成

名古屋市 － － － ・優先入居、一時的な提供
・一時避難費用助成
　警察の制度利用者に延泊6泊分まで

京都市 － － － ・優先入居
・一時避難
　1日に2,000円の補助金を施設へ交付

大阪市
・転居費の助成
　上限：20万円/回　１回まで

－ － －

・一時的居住確保費用の助成
　上限：7,500円/泊　25泊まで
　ただし、犯罪被害者の発生日から28
日目の宿泊を限度とする

堺市 － － － －

・一時避難住宅の提供
・使用開始日から3か月以内
・使用料は無料
　光熱水費等の実費は
　本人負担

神戸市

・緊急転居費の助成
　実費
　上限：１回20万円/回、
　2回まで

・住宅復旧及び防犯対策費
　の助成実費額
　上限：30万円

・実費額
　上限：3万円/月、
入居1年以内

・目的外使用
（１年間家賃免除）
・優先入居（当選倍率優遇）
・優先入居（ポイント加算）

・一時避難に係る費用の助成
　警察の制度利用者に延泊７
　泊分まで
　上限：７千円/１泊・１人

岡山市 － － －
・入居申込時における
　当選率の優遇措置
・目的外使用

－

広島市

・転居費用助成
　1事件につき20万円まで
　転居の回数は問わない
　（R4.4.1開始）

－ －

①入居要件の緩和
➁入居抽選時の優遇
③目的外使用許可による
　一時的な提供
　※DV事案のみの場合も含む。

－

福岡市 － － －
・抽選によらず入居、入居要件
の緩和
　抽選倍率の優遇

－

熊本市

・見舞金に該当する方の
　うち、犯罪行為により従前
　の住居に居住することが
　困難になった方
　上限：20万円
　（同一の犯罪被害について
　1回まで）

－ －
・市営住宅目的外入居
　（原則１年間）

・一般住宅優遇措置

政令指定都市 犯罪被害者支援施策の実施状況（R7.4.1時点）

住居支援

都市名

支援
メニュー
区分

資料７‐２



カウンセリング費用 医療費

札幌市
・費用の10割助成
　上限：1回1万円
　1年間12回分

・医療提供施設に支払った
　一部負担金を実費額
　上限：1年間12日分

仙台市
・1案件1人あたり10回まで
　上限：9,000円/回

－

さいたま市
・費用の助成
　上限：150,000円

・費用の助成
　上限：150,000円

千葉市 － －

横浜市
・カウンセリングを無料提供
　上限：10回まで/1案件

－

川崎市

・犯罪被害者支援に精通したカウ
ンセラーによる無料のカウンセリ
ングを実施
　14回まで/1事件
（県でのカウンセリング後引き続
き同じカウンセラーで実施可能）

－

相模原市
・カウンセリングの実施
　１案件１０回まで無料

－

新潟市 ・上限：15万円 －

静岡市 － －

浜松市
・精神保健福祉センターにて相談
の受付

－

名古屋市 －

・精神医療費支援
　精神医療に係る自己負担額の１
/2
　（初診から１か月以内）

京都市 －

・京都犯罪被害者支援センターが
相談を受けた犯罪被害者等のう
ち、精神科等を受診した場合に、
自己負担額の半額を助成
　上限：5,000円/回（3回まで）

大阪市 －
・精神医療費の助成
　上限：5,000円/回　合計24回ま
で

堺市

・臨床心理士等の資格を持つカウ
ンセラーによる無料カウンセリン
グ
　上限：6回（犯罪発生日より3年
間）

－

神戸市

・臨床心理士による無料カウンセ
リング
・1事件につき上限10回
　※ひょうご被害者支援センター
にカウンセリングを委託

－

岡山市 － －

広島市 － －

福岡市

・福岡犯罪被害者総合サポートセ
ンター
　【相談受付】
・月曜日～金曜日
　（祝日・年末年始は除く）
・9:00～16:00

－

熊本市
見舞金としてパッケージ化

遺族見舞金：40万円
重傷病等見舞金：20万円

政令指定都市 犯罪被害者支援施策の実施状況（R7.4.1時点）

刑事手続参加 法律相談 その他

裁判傍聴費用 － －

・真相究明に要した費用
（犯罪行為に関する情報提供を公
衆に求める費用や裁判傍聴に係る
費用等）
・上限：1年につき合計10万円
　犯罪発生時から5年間まで

－

・犯罪行為に関する情報提供を公衆に求める費
用
　上限：1年につき合計10万円
　犯罪発生時から5年間まで

－ －

・学生支援
  学用品代　上限：5万円
　帰省費用　上限：5万円
・死体検案 (県警で負担する検案書料以外の部
分)上限：10万円

－
・1案件2回まで無料
　1時間/回の制限あり

－

－ － －

－ ・1案件2回まで無料
・犯罪及びこれに準ずる被害を受け、支援措置
が必要な場合に意見書を作成。

－
・犯罪被害者支援に精
通した弁護士による無
料の法律相談を実施

－

－
・弁護士による法律相
談を実施
　１案件２回まで無料

【加算支援金】
・家事等の日常生活支援を希望しない場合は支
援金に5万円を加算
【自立支援医療（精神通院医療）の助成】
・自立支援医療（精神通院医療）を利用する場
合の自己負担（1割分）を助成
→上限：1回の受診当たり2,000円
　　　　年24回、初診日から3年間

－ － －

－ － －

－ － －

－ －
・遺族が損害賠償請求に基づく債務名義を取得
したにも関わらず、約定通りに賠償が受けられ
ない場合に150万円を上限に支給

－ －
・市内で犯罪被害を受けた観光旅行者や滞在者
のために、総合相談窓口における相談におい
て、必要に応じて通訳派遣を行う。

－
・法律相談
　上限：1時間30分/回
　　　　合計2回まで

・被害発生初期段階におけるアウトリーチ支援
　関係機関より、被害者等に関する情報提供の
連絡を受けた場合は、本市から被害者等に対し
て初期支援を行う。

－ － －

－ － －

精神支援

－ －

・直接支援や支援活動員の養成・研修、広報啓
発等、支援センターの事業全体に対して負担金
（590千円）を交付。
・支援希望があった場合は庁内他課と連携しな
がら処理をし、総合相談窓口に相談があった際
は支援センターへの橋渡しを行う。

－ － －

・裁判手続き(傍聴含)に係る旅費
の補助裁判期日に裁判に出席（傍
聴含）する場合に係る交通費を助
成
　上限：10万円、刑事・民事別

－
・プライバシー保護
　プライバシー保護のため区役所等で手続き専
用スペースの確保

－ － －

都市名

支援
メニュー
区分

資料７‐３



ヘルパー 配食 保育 教育 就労

札幌市
・費用の10割助成
　上限：1時間3,000円×72時間

・費用の10割助成
　上限：1時間1,000円×60食

・一時保育費用の10割助成
　上限：子ども1人につき1回
3,000円×10回

・一時保育費用の10割助成
　上限：子ども1人につき年５万円
（令和７年４月から運用開始）

－

仙台市
・1案件最大60時間まで
　上限：3,500円/時

・1案件1人あたり30食まで
　上限：1,000円/食

・一時保育等
　1案件1人あたり30日まで
　上限：2,400円/日

・1案件あたり上限：4万円
　監護する就学中の子のために教育
サービスを利用するもの

－

さいたま市

・家事・介護費用の助成
・家事：1,500円/1時間
・介護：2,300円/1時間
　上限：60時間まで/1案件

－
１日2,500円
上限：1日8時間で10日まで

－ －

千葉市

・ホームヘルプサービス利用時の費
用助成
　4,000円/1時間
　60分単位・1日2時間まで
　合計60時間まで

・1,000円/1食あたり
・合計30食/1人につき
・配食サービス又はフードデリバ
リーサービスの提供を行う事業者に
費用を補助する
・事業者を利用しない場合でも領収
書等で内容確認できれば可。

・子1人につき1,650円/1時間
　子1人につき合計10時間

－ －

横浜市

・家事・介護支援
・ヘルパー利用の９割
　上限：4,000円/1時間
　　　　72時間まで

・１回あたり1,000円を上限として
30回まで

・一時保育費用の９割
・１回2,500円上限10回

－ －

川崎市

・ホームヘルプサービスの利用にか
かった費用の助成
　上限：60時間/1事件
               4.400円/1時間

・配食サービスの利用にかかった費
用の助成
・上限：一人につき30回まで/1事件
　　　　1,000円/1回

【一時保育】
・10日まで/1事件
・1人につき1日当たり2,900円
【一時預かり】
・10日まで/1事件
・1人につき1日当たり9,000円

・教育関係費を助成
　上限：一人につき48,000円/1事件

－

相模原市

・ホームヘルプサービスの利用にか
かった費用の助成
・上限：60時間/1事件
　　　　4,400円/1時間

・配食サービスの利用にかかった費
用の助成
・上限：30回まで/1事件
　　　　1,000円/1回

【一時保育】
・10日まで/1事件
・1人につき1日当たり3,000円
【一時預かり】
・10日まで/1事件
・1人につき1日当たり7,200円

－ －

新潟市 － － － － －

静岡市
・家事、介護サービスの利用
　上限：10万円

・上限：10万円 ・上限：10万円 － －

浜松市 － － － － －

名古屋市

・事業者と協定締結し、以下の単価
で委託
・生活援助2,460円（税別）／1時間
・身体介護4,350円（税別）／1時間

・事業者と協定締結し、以下の単価
で委託
 （消費税込み）
・上限1,000円（送料200円、弁当代
800円）
　1回／日　合計30日まで
　※送料・弁当代の金額は、
  上限ではなく固定値

※ホームヘルプサービスは、乳
幼児及び小学校に就学中の児童
の保育にも対応可能

－ －

京都市
・ホームヘルプサービス利用に係る
費用の一部を給付
　上限：3,000円/時間×25時間

－
・一時預かり保育サービス利用
に係る費用の一部を助成
　上限：2,500円/日(10回まで)

－ －

大阪市
・ホームヘルプサービス費の助成
　上限：3,000円/時間、合計96時間
まで

・配食サービス費の助成
　上限：1,000円/食、合計30食まで

・一時保育費の助成
　上限：3,000円/回　合計10回
まで

－ －

堺市

・ホームヘルプサービス
　上限：１時間/日、25時間以内
　犯罪被害の発生した日又は犯罪行
為が発覚した日から起算して1年間

・１回/日、1人あたり25食以内
・犯罪行為日から起算して90日以内
・犯罪被害の発生した日又は犯罪行
為が発覚した日から起算して90日以
内

－ － －

神戸市
・家事援助費の助成　実費額
上限：１時間3,000円、25時間以内

・配食サービス費の助成
　上限：1,000円/人･日
　１日１食30日以内

・一時保育費の助成 実費額
　上限：１日3,000円に一時保育
を利用した子供の人数を乗じて
得た額、5日以内

・家庭教師、通学時送迎の助成実費額
　上限：５万円/子１人
・奨学金の返還支援実費の２分の１
　上限：30万円/年、合計150万円まで

・就労準備金の助成
（資格等取得費用）
　実費額
　上限：10万円

岡山市 － － － － －

広島市

・家事・介護費用助成
・家事：限度額1時間当たり2,300円
・介護：限度額1時間当たり3,200円
　※1事件につき80時間まで
（R4.4.1開始）

－

・一時保育費用助成
　限度額1日当たり3,000円
　1事件につき未就学児1人当た
り14日まで
　（R4.4.1開始）

－ －

福岡市 － － － － －

熊本市

政令指定都市 犯罪被害者支援施策の実施状況（R7.4.1時点）

日常生活支援

見舞金としてパッケージ化
遺族見舞金：40万円

重傷病等見舞金：20万円

都市名

支援
メニュー
区分
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福岡県犯罪被害者等支援条例と取組状況 

 

１ 福岡県犯罪被害者等支援条例について 

（１）趣旨 

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに県、市町村、県民、事業者

及び民間支援団体の責務等を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本とな

る事項を定めることに等により、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し、

もって犯罪被害者等の権利利益の保護及び誰もが安心して暮らせる地域社会の実

現による県民福祉の向上に寄与することを目的とするもの。 

（２）制定の経緯 

本条例は、平成３０年３月２８日に議員提案条例として成立、同月３０日に公布、

一部の規定は同日から施行（一部の規定は平成３１年４月１日から施行）。 

２ 主な取組状況 

具体的施策 内 容 

福岡犯罪被害者総合 

サポートセンターの運営 

・犯罪被害者等が再び平穏な生活を営めるよう、

電話相談から面談・カウンセリング、病院・裁

判所などの機関への付添いまで被害直後から中

長期にわたる総合的な被害者支援に取り組む。 

犯罪被害者等への見舞金 

・犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時

に、福岡県内に住所を有するご遺族又は犯罪被

害者の方に見舞金を支給。 

※令和５年４月１日以降に日本国内で発生した故

意の犯罪行為による死亡又は重傷病が対象 

公営住宅等への優先入居 

及び一時入居等 

・犯罪被害により自宅に居住することが困難にな

られた方に、県営住宅の入居申込みにおける優

遇措置の実施や一時的な県営住宅の提供を行

う。 

損害賠償請求訴訟再提訴時

の支援 

・損害賠償請求訴訟の判決が確定したにもかかわ

らず、加害者による賠償金の支払義務が履行さ

れない場合に、時効成立前における再提訴の支

援等を行う。 
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